
トラブル予防に付言事項を 

遺言とは 
遺言とは、相続・遺贈などでの財産の承

継について指定する書面のことです。遺言

を見ることによって遺言者がどのように財

産を承継したいのか分かりますが、どのよ

うな気持ちでその遺言を書いたのか、遺言

者の思いはどうであったかが、十分に伝わ

らないことがあります。 
そのため、相続人の中には、「どうして自

分の相続財産は、他の兄弟姉妹の相続財産

より少ないのか？」など、不満に思ったり、

ショックを受けたり、相続人間でトラブル

になったりする方もいます。このようなト

ラブルを未然に防ぐために「付言事項」と

いうものがあります。 
付言事項には 
「付言事項」には、財産の相続のように、

絶対に守らなければならない（相続人全員

で変更する場合を除く）強制力があるわけ

ではありませんが、自分の気持ちを分かっ

てもらえるという大きな要素があります。 

 
また、作成する者によって、自由に書くこ

とができるので、「自分が死んだ後、兄弟姉

妹仲良くするように」「自分の生前は、長男

が良くしてくれた」等、生前はなかなか 
口に出していえなかったことを、遺言書の

中で言うこともできるのです。 
そのため、相続人によって受け取る財産

に多少差異が生じる場合でも、遺言書に残

された遺言者の気持ちの趣旨を理解しても

らえれば、トラブルを防ぐことができるの

です。 
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